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１１４．０１  

 

包括委任状の提出  

 

 

１．包括委任状の提出の趣旨  

包括委任状制度は、特許庁長官へ、あらかじめ事件を特定しない包括的な代

理権を授与した旨を証明する書面（以下「包括委任状」という。）を提出する

ことで、特許出願等の手続に際して、当該包括委任状を援用することにより代

理権の証明を行うことができるようにしたものであり、手続をする者の便宜の

向上及び特許庁の事務効率の向上等の観点を踏まえて導入された。  

特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願、審判及び登

録に関する手続についての代理権の証明、特例法施行規則第５条第１項及び第

２項の規定による証明並びに国際出願に関する手続についての代理権の証明に

ついては、次に掲げる手続を除き、あらかじめ特許庁長官に提出した包括委任

状（その写しを含む。）を援用してすることができる（特例施規６条１項、特

施規９条の３第１項 ※ 1、特登施規１３条の６第１項※ 2、国際出願法施規６条の

４第１項）。  

なお、国際出願に関する手続についての代理権の証明は、委任者が署名又は

押印した包括委任状（委任者が署名した場合又は特例法施行規則第１３条第２

項の規定により、電子情報処理組織を利用して提出される場合にあっては、そ

の写しを含む。）をもって援用することができる。  

（１）特例法施行規則第１０条第５４号から第５９号までに規定する手続  

（２）特許法第１８６条第１項 ※ 3（意６３条１項、商７２条１項）の規定による

証明等の請求  

２．包括委任状（その写しを含む。以下同じ。）の提出  

（１）包括委任状の提出は、包括委任状提出書（特例施規様式第６）によりしな

ければならない。ただし、商標法条約に基づく規則で定めるモデル国際様式、

特許法条約に基づく規則２０（１）に規定するモデル国際様式又は商標法に

関するシンガポール条約に基づく規則で定めるモデル国際様式によりする

ことができる（特例施規６条２項）。  

（２）特許庁長官は、包括委任状が提出されたときは、これに番号を付し、その

番号を包括委任状を提出した者に通知しなければならない（特例施規６条３

項）。  

３．包括委任状の援用  

手続に際して包括委任状を援用するときは、特許庁に対して提出する書類に

通知された包括委任状番号を記載しなければならない（特例施規６条４項 ※ 4）。  

具体的には、提出する書類の【提出物件の目録】の欄に【包括委任状番号】

の欄を設けて、通知された包括委任状の番号を記載することにより、代理権を

証明する書面の提出を省略することができる。  
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また、包括委任状の番号が通知されていないときは、【包括委任状番号】の

欄に代えて、【物件名】の欄を設けて、「代理権を証明する書面」又は「委任

状」と通数を記載し、その次に【援用の表示】の欄を設けて、「令和何年何月

何日提出の包括委任状」のように記載する。  

なお、国際出願に関する手続に際して包括委任状を援用するときは、包括委

任状の写しを願書その他の国際出願に関する書類に添付しなければならない

（国際出願法施規６条の４第２項）。  

 

 

（具体例）  

包括委任状番号が通知されている場合  

【提出物件の目録】  

【包括委任状番号】○○○○○○○  

 

包括委任状番号が通知されていない場合  

【提出物件の目録】  

【物件名】代理権を証明する書面  １  

【援用の表示】令和何年何月何日提出の包括委任状  

 

（改訂令和６・１）  

 

 

 

 

 
※ 1  特施規９条の３第１項：実施規２３条１項、意施規１９条１項、商施規２２条１項に

おいて準用  
※ 2  特登施規１３条の６第１項：実登施規３条３項、意登施規６条３項、商登施規１７条

３項において準用  
※ 3  特１８６条１項：実５５条１項において準用  
※ 4  特例施規６条４項：特施規９条の３第２項（実施規２３条１項、意施規１９条１項、

商施規２２条１項において準用）、特登施規１３条の６第２項（実登施規３条３項、意

登施規６条３項、商登施規１７条３項において準用）において準用  


